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荷主との取引に関する調査について（協力依頼） 

 

公正取引委員会は、荷主と物流事業者との取引における優越的地位の濫用行為を効果

的に規制する観点から、独占禁止法第２条第９項第６号の規定に基づき、「特定荷主が

物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」（以下「物流特殊指定」

といいます。）を定めています（物流特殊指定の概要については同封の「荷主との取引

に関する調査票」１１ページの（参考）を御参照ください。）。 

このたび、荷主から提出された物流事業者名簿を基に、貴社を含む物流事業者の皆様

に書面調査への御協力をお願いすることといたしました。 

貴社におかれましては、御多忙中のこととは存じますが、下記のとおり、本調査に御

協力くださいますようお願いいたします。 

なお、御回答いただいた内容については、公正取引委員会の独占禁止法又は下請法の

執行部門に情報提供することがあります。また、回答用紙に記入された個別・具体的な

内容については回答者が特定できる形で第三者に開示したり外部に公表したりするこ

とはありません。公正取引委員会の職員には、職務上知り得た事業者の秘密に関して、

法律（独占禁止法第３９条）により守秘義務が課せられています。 

 

公正取引委員会は、情報を提供していただいた物流事業者の方が荷主に特定されたり、

情報を提供したことが疑われたりすることのないよう細心の注意をして調査しています。 

 
 

記  
 

１ 提 出 物  「回答用紙」 

 ※ 公正取引委員会のウェブサイトにも回答用紙（エクセル形式）を掲載しています。

https://www.jftc.go.jp/dk/butsuryu/chosa1.html 

２ 提 出 方 法  同封の返信用封筒（切手不要）を御利用いただくか、エクセル形

式又はＰＤＦ形式にて電子メールに添付して提出してください。 

電子メール提出先： logistics@tbrave.com（業務委託先。回答提出専用） 

３ 提 出 期 限  令和６年１月３１日（水） 

 

 問い合わせ先  公正取引委員会 物流書面調査事務局（コールセンター） 

        ０３－４５１０－９７４８ 

受付時間：土日祝日を除く  ９：３０～１２：００ 

１３：００～１７：３０ 

設置期間：令和６年１月１５日（月）～令和６年２月６日（火）  

 



 

 

４ 注 意 事 項  

⑴ 調査対象荷主は、同封の「回答用紙」の表面上方の赤枠内に記載している事業者

です。 

⑵ 調査対象期間（令和５年１月１日から令和５年１２月３１日まで）において、当  

該事業者と物品の運送又は保管に係る取引を行っていない場合には、「回答用紙」

１ページ目の必要な箇所のみ記入し、提出してください。 

⑶ 回答内容について、公正取引委員会の担当者が照会する場合がありますので、提

出物の写しを保存してください。 

 

 

 

【本件調査の改善に関する御意見・御要望について】 

 本件調査について、下記の例のような改善に関する御意見・御要望がある場合、前

記のコールセンターにお寄せください。内容を検討の上、次回以降の調査の企画立案

に活用させていただきます。 

 

 （要望・意見の例） 

・ 本件調査と○○調査において、同じ△△の調査項目を重複して調査されているた

め、どちらかに回答すればよいようにしてほしい。 

・ 回答方法について、××を含めた他の回答手段も用意してほしい。 

・ 設問□□の趣旨が分かりづらく判断に迷うことがあるので、分かりやすい文章に

してほしい。 
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